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別表一(一)
｢30｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。　
※　平成26年10月１日前に開始した事業年度用

　中小企業者等の法人税率の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の３の２第１項第１号」※１又は「第42条の３の２第１項第２号」※２

②　｢区分番号｣欄：｢00380｣※１又は｢00381｣※２

③　｢適用額｣欄：「30」欄の金額(円単位)

(注)　１　

　　　 ２　　　　
適用額は、年800万円が上限となります。
｢１｣欄が｢０｣又はマイナスの場合、適用額明細書に記載しないでください。

※１　第42条の３の２第１項第１号(区分番号：｢00380｣)　

        普通法人のうち、当該各事業年度終了時において資本金の額若しくは出資金の額が１億円以下であるもの

　　 若しくは資本若しくは出資を有しないもの又は人格のない社団等

※２　第42条の３の２第１項第２号(区分番号：｢00381｣)

        一般社団法人(非営利型法人に限る。)、一般財団法人(非営利型法人に限る。)、公益社団法人、公益財団

     法人、認可地緑団体、管理組合法人、団地管理組合法人、政党法人、防災街区整備事業組合、特定非営利

     活動法人、マンション建替組合又はマンション敷地売却組合

｢30｣欄
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別表一(一)次葉　
｢48｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
※　平成26年10月１日以後に開始した事業年度用

　中小企業者等の法人税率の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の３の２第１項第１号」※１又は「第42条の３の２第１項第２号」※２

②　｢区分番号｣欄：｢00380｣※１又は｢00381｣※２

③　｢適用額｣欄：「48」欄の金額（円単位）

(注)　１　

　　　 ２　　　　

適用額は、年800万円が上限となります。

別表一(一)｢１｣欄が｢０｣又はマイナスの場合、適用額明細書に記載しないでください。

※１　第42条の３の２第１項第１号(区分番号：｢00380｣)　

        普通法人のうち、当該各事業年度終了時において資本金の額若しくは出資金の額が１億円以下であるもの

　　 若しくは資本若しくは出資を有しないもの又は人格のない社団等

※２　第42条の３の２第１項第２号(区分番号：｢00381｣)

        一般社団法人(非営利型法人に限る。)、一般財団法人(非営利型法人に限る。)、公益社団法人、公益財団

     法人、認可地緑団体、管理組合法人、団地管理組合法人、政党法人、防災街区整備事業組合、特定非営利

     活動法人、マンション建替組合又はマンション敷地売却組合

｢48｣欄
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別表一(二)
｢24｣又は｢28｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。　
※　平成26年10月１日前に開始した事業年度用

　　特定の協同組合等※の法人税率の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の３の２第２項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00384｣

③　｢適用額｣欄：｢24」欄の金額(円単位)

(注)　１　

　　　 ２

適用額は、年800万円が上限となります。
｢１｣欄が｢０｣又はマイナスの場合、適用額明細書に記載しないでください。

※　法人税法第２条第７号に規定する協同組合等のうち、租税特別措置法第68条第１項第１号から

　 第３号までに掲げる要件の全てに該当する協同組合等　

｢24｣欄

　公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等(特定の協同組合等を除く。)の法人税率の

特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の３の２第１項第３号｣

②　｢区分番号｣欄：｢00382｣

③　｢適用額｣欄：｢28｣欄の金額(円単位)

(注)　１　

　　　 ２

適用額は、年800万円が上限となります。
｢１｣欄が｢０｣又はマイナスの場合、適用額明細書に記載しないでください。

｢28｣欄
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別表一(二)次葉　
｢35｣欄又は｢39｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
※　平成26年10月１日以後に開始した事業年度用

　特定の協同組合等※の法人税率の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の３の２第２項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00384｣

③　｢適用額｣欄：「35」欄の金額(円単位)

(注)　１　

　　　 ２　　　　　

※　法人税法第２条第７号に規定する協同組合等のうち、租税特別措置法第68条

　 第１項第１号から第３号までに掲げる要件の全てに該当する協同組合等

適用額は、年800万円が上限となります。
別表一(二)｢１｣欄が｢０｣又はマイナスの場合、適用額明細書に記載
しないでください。

｢35｣欄

　公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等(特定の協同組合等を除く。)の

法人税率の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の３の２第１項第３号｣

②　｢区分番号｣欄：｢00382｣

③　｢適用額｣欄：「39」欄の金額(円単位)

　(注)　１

　　　　 ２　　　　

適用額は、年800万円が上限となります。

別表一(二)｢１｣欄が｢０｣又はマイナスの場合、適用額明細書に記載
しないでください。

｢39｣欄
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別表一(三)
｢27｣又は｢29｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。　
※　平成26年10月１日前に開始した事業年度用

　特定の医療法人が中小企業者等の法人税率の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の３の２第１項第４号｣

②　｢区分番号｣欄：｢00383｣

③　｢適用額｣欄：｢27｣欄の金額(円単位)

　(注)　１

　　　　 ２　

適用額は、年800万円が上限となります。
｢１｣欄が｢０｣又はマイナスの場合、適用額明細書に記載しないでください。

｢27｣欄

　特定の医療法人の法人税率の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第67条の２第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00395｣

③　｢適用額｣欄：｢29｣欄の金額(円単位)

　(注) ｢１｣欄が｢０｣又はマイナスの場合、適用額明細書に記載しないでください。

｢29｣欄
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別表一(三)次葉　
｢40｣又は｢42｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
※　平成26年10月１日以後に開始した事業年度用

　特定の医療法人が中小企業者等の法人税率の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の３の２第１項第４号｣

②　｢区分番号｣欄：｢00383｣

③　｢適用額｣欄：｢40｣欄の金額(円単位)

　(注)　１

　　　　 ２　　　　　

適用額は、年800万円が上限となります。
別表一(三)｢１｣欄が｢０｣又はマイナスの場合、適用額明細書に記載

しないでください。

｢40｣欄

　特定の医療法人の法人税率の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第67条の２第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00395｣

③　｢適用額｣欄：｢42｣欄の金額(円単位)

　(注)　　　　別表一(三)｢１｣欄が｢０｣又はマイナスの場合、適用額明細書に記載しな
いでください。

｢42｣欄
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別表六(六)
｢14｣、｢21｣又は｢26｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　試験研究費の総額等に係る税額控除(前期からの繰越税額控除がある場合)

を適用している場合※

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢平成27年旧措置法第42条の４第３項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00428｣

③　｢適用額｣欄：｢26｣欄の金額

※　平成27年４月１日前に開始した事業年度

｢26｣欄

　試験研究費の総額に係る税額控除を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢平成27年旧措置法第42条の４第１項｣※１又は

　｢第42条の４第１項｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢00426｣※１又は｢00563｣※２

③　｢適用額｣欄：｢14｣欄の金額

※１　平成27年旧措置法第42条の４第１項(区分番号:｢00426｣)

　　　平成27年４月１日前に開始した事業年度

※２　第42条の４第１項(区分番号:｢00563｣)

　　　平成27年４月１日以後に開始する事業年度

｢14｣欄

　特別試験研究費の額に係る税額控除を適用している場合※

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢平成27年旧措置法第42条の４第２項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00427｣

③　｢適用額｣欄：｢21｣欄の金額

※　平成27年４月１日前に開始した事業年度

｢21｣欄
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別表六(七)
｢10｣又は｢15｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　中小企業技術基盤強化税制(前期からの繰越税額控除がある場合)を適用している場合※

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢平成27年旧措置法第42条の４第７項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00430｣

③　｢適用額｣欄：｢15｣欄の金額

※　平成27年４月１日前に開始した事業年度

｢15｣欄

　中小企業技術基盤強化税制を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢平成27年旧措置法第42条の４第６項｣※１又は

　｢第42条の４第２項｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢00429｣※１又は｢00564｣※２

③　｢適用額｣欄：｢10｣欄の金額

※１　平成27年旧措置法第42条の４第６項(区分番号:｢00429｣)

　　　平成27年４月１日前に開始した事業年度

※２　第42条の４第２項(区分番号:｢00564｣)

　　　平成27年４月１日以後に開始する事業年度

｢10｣欄
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別表六(八)
｢10｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　特別試験研究費の額に係る税額控除を適用している場合※

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の４第３項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00565｣

③　｢適用額｣欄：｢10｣欄の金額

※　平成27年４月１日以後に開始する事業年度

｢10｣欄
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別表六(九)
｢22｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　試験研究費の増加額に係る税額控除※１又は平均売上金額の10％を超える試験研究費の額に係る税

額控除※２を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の４第４項第１号｣※１又は｢第42条の４第４項第２号｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢00486｣※１又は｢00012｣※２

③　｢適用額｣欄：｢22｣欄の金額

※１　第42条の４第４項第１号(区分番号：｢00486｣)

　　　増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の５％に相当する金額を超え、かつ、当該事業年度

    の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合

※２　第42条の４第４項第２号(区分番号：｢00012｣）

　　　当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が平均売上金額の10

    ％に相当する金額を超える場合

｢22｣欄
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別表六(十一)
｢17｣又は｢22｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の５第２項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00296」

③　｢適用額｣欄：｢17｣欄の金額

｢17｣欄

　エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除

(前期からの繰越税額控除がある場合)を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の５第３項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00297｣

③　｢適用額｣欄：｢22｣欄の金額

｢22｣欄
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別表六(十二)
｢16｣、｢22｣又は｢29｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除

(特定生産性向上設備等以外のものの場合)を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の６第７項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00043」

③　｢適用額｣欄：｢16｣欄の金額

｢16｣欄

　中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除

(前期からの繰越税額控除がある場合)を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の６第９項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00044｣

③　｢適用額｣欄：｢29｣欄の金額

｢29｣欄

　中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除

(特定生産性向上設備等の場合)を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の６第８項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00492」

③　｢適用額｣欄：｢22｣欄の金額

｢22｣欄
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別表六(十三)
｢18｣又は｢23｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

P28参照



法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

沖縄の観光地形成促進地域において
工業用機械等を取得した場合の法人
税額の特別控除
(別表六(十三)１欄が｢第１号｣)

第42条の９第１項第１号 00493

沖縄の情報通信産業振興地域におい
て工業用機械等を取得した場合の法
人税額の特別控除
(別表六(十三)１欄が｢第２号｣)

第42条の９第１項第２号 00494

沖縄の産業高度化・事業革新促進地
域において工業用機械等を取得した
場合の法人税額の特別控除
(別表六(十三)１欄が｢第３号｣)

第42条の９第１項第３号 00495

沖縄の国際物流拠点産業集積地域に
おいて工業用機械等を取得した場合
の法人税額の特別控除
(別表六(十三)１欄が｢第４号｣)

第42条の９第１項第４号 00496

沖縄の経済金融活性化特別地区にお
いて工業用機械等を取得した場合の
法人税額の特別控除
(別表六(十三)１欄が｢第５号｣)

第42条の９第１項第５号 00497

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

沖縄の特定地域において工業用機械
等を取得した場合の法人税額の特別
控除

｢第42条の９第２項(同条第１
項第１号から第５号まで)｣、
｢平成26年旧措置法第42条の
９第２項(同条第１項第１号
から第５号まで)｣又は｢平成
24年旧措置法第42条の９第２
項(同条第１項第１号から第
５号まで)｣

00411 ｢23｣欄の金額

別表六(十三)
　｢18｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　｢23｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

｢18｣欄の金額
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別表六(十五)
｢19｣又は｢24｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特

別控除(前期からの繰越税額控除がある場合)を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の10第３項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00508｣

③　｢適用額｣欄：｢24｣欄の金額

｢24｣欄

　国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の

特別控除を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の10第２項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00507｣

③　｢適用額｣欄：｢19｣欄の金額

｢19｣欄
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　国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の

特別控除(前期からの繰越税額控除がある場合)を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の11第３項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00302｣

③　｢適用額｣欄：｢24｣欄の金額

別表六(十六)
｢19｣又は｢24｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税

額の特別控除を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の11第２項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00301｣

③　｢適用額｣欄：｢19｣欄の金額

｢19｣欄

｢24｣欄
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別表六(十七)
｢15｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
※　地域再生法の一部を改正する法律の施行日前に終了した事業年度用

　雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の12第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00440｣

③　｢適用額｣欄：｢15｣欄の金額

｢15｣欄



- 32 -

別表六(十七)
｢24｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
※　地域再生法の一部を改正する法律の施行日以後に終了する事業年度用

　地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除

を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の12第２項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00570｣

③　｢適用額｣欄：｢24｣欄の金額

｢24｣欄
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別表六(十八)
｢14｣、｢25｣又は｢35｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
※　地域再生法の一部を改正する法律の施行日以後に終了する事業年度用

　雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(基準雇用者数により税額控除額を計算している

場合)を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の12の２第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00440｣

③　｢適用額｣欄：｢14｣欄の金額

｢14｣欄

　雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(地方事業所基準雇用者数に

より税額控除額を計算している場合)を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の12の２第２項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00571｣

③　｢適用額｣欄：｢25｣欄の金額

｢25｣欄

　雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(地方事業所特別基準雇用者

数により税額控除額を計算している場合)を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の12の２第３項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00572｣

③　｢適用額｣欄：｢35｣欄の金額

｢35｣欄
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別表六(十九)
｢16｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除を適用している場合※

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢平成27年旧措置法第42条の12の２第２項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00444｣

③　｢適用額｣欄：｢16｣欄の金額

※　平成27年４月１日前に開始した事業年度

｢16｣欄
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別表六(二十)
｢16｣又は｢21｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の

特別控除を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の12の３第２項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00448｣

③　｢適用額｣欄：｢16｣欄の金額

｢16｣欄

　特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別

控除(前期からの繰越税額控除がある場合)を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の12の３第３項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00449｣

③　｢適用額｣欄：｢21｣欄の金額

｢21｣欄
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別表六(二十一 )
｢13｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除を

適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の12の４第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00450｣

③　｢適用額｣欄：｢13｣欄の金額

｢13｣欄
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別表六(二十二)
｢21｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第42条の12の５第７項｣又は｢第42条の12の５第８項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00517｣

③　｢適用額｣欄：｢21｣欄の金額

｢21｣欄
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別表八(一)
｢５｣、｢20｣、｢15｣又は｢32｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例(当年度実績により

負債利子等の額を計算する場合)を適用している場合※

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢平成27年旧措置法第67条の７第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00279｣

③　｢適用額｣欄：｢５｣欄の金額

※　平成27年４月１日前に開始した事業年度

｢５｣欄

　損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例(基準年度実績により

負債利子等の額を計算する場合)を適用している場合※

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢平成27年旧措置法第67条の７第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00279｣

③　｢適用額｣欄：｢20｣欄の金額

※　平成27年４月１日前に開始した事業年度

｢20｣欄

　保険会社の受取配当等の益金不算入の特例を適用している場合※

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第67条の７第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00583｣

③　｢適用額｣欄：｢15｣又は｢32｣欄の金額

※　平成27年４月１日以後に開始する事業年度

｢15｣又は｢32｣欄
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別表八(一)付表
｢５｣又は｢９｣欄に｢特定株式投信｣と記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入

等の特例(その他株式等の場合)を適用している場合※

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第67条の６第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00278｣

③　｢適用額｣欄：｢５｣欄に｢特定株式投信｣と記載した銘柄の｢８｣

　欄の金額の合計額

※　平成27年４月１日前に開始した事業年度

｢５｣欄

　特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の

益金不算入の特例(非支配目的株式等の場合)を適用し

ている場合※

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第67条の６第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00278｣

③　｢適用額｣欄：｢９｣欄に｢特定株式投信｣と記載した

　銘柄の｢14｣欄の金額の合計額

※　平成27年４月１日以後に開始する事業年度

｢９｣欄
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別表十(一)
｢９｣又は｢13｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　沖縄の情報通信産業特別地区における認定法人の所得の

特別控除(｢１｣欄が｢第１号｣)を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第60条第１項第１号｣

②　｢区分番号｣欄：｢00208｣

③　｢適用額｣欄：｢９｣欄の金額

｢９｣欄

　沖縄の国際物流拠点産業集積地域における認定法人の所得の

特別控除(｢１｣欄が｢第２号｣)を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第60条第１項第２号｣

②　｢区分番号｣欄：｢00425｣

③　｢適用額｣欄：｢９｣欄の金額

｢９｣欄

　沖縄の経済金融活性化特別地区における認定法人の所得の

特別控除(｢１｣欄が｢第２項｣)を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第60条第２項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00544｣

③　｢適用額｣欄：｢13｣欄の金額

｢13｣欄
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別表十(二)
｢７｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第61条第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00352｣

③　｢適用額｣欄：｢７｣欄の金額

｢７｣欄
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　新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第59条第１項｣※１又は｢第59条第２項｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢00205｣※１又は｢00483｣※２

③　｢適用額｣欄：｢40｣欄の金額

※１　第59条第１項(区分番号：｢00205｣)

　 　 新探鉱床探鉱費の特別控除

※２　第59条第２項(区分番号：｢00483｣)

　　　海外新探鉱床探鉱費の特別控除

別表十(三)
｢16｣又は｢40｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第58条第１項｣※１、「第58条第９項」※２又は｢第58条第２項｣※３

②　｢区分番号｣欄：｢00203｣※１、２又は｢00482｣※３

③　｢適用額｣欄：｢16｣欄の金額

※１　第58条第１項(区分番号：｢00203｣)

　　　探鉱準備金の損金算入(※２に該当するもの以外)

※２　第58条第９項(区分番号：｢00203｣)

　　　探鉱準備金の損金算入(適格分割等に伴い、損金算入の適用を受ける場合)

※３　第58条第２項(区分番号：｢00482｣)

　　　海外探鉱準備金の損金算入

｢16｣欄

｢40｣欄
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別表十(四)
｢20｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例を適用している場合　

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第59条の２第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00484｣

③　｢適用額｣欄：｢20｣欄の金額

｢20｣欄
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別表十(五)
｢18｣、｢33｣、｢38｣、｢43｣又は｢48｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。

P45参照



法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

収用換地等の場合の所得の特別控除 ｢第65条の２第１項｣、｢第65
条の２第２項｣又は｢第65条の
２第７項｣

00217 ｢18｣欄の金額

特定土地区画整理事業等のために土
地等を譲渡した場合の所得の特別控
除

第65条の３第１項 00218 ｢33｣欄の金額

特定住宅地造成事業等のために土地
等を譲渡した場合の所得の特別控除

第65条の４第１項 00358 ｢38｣欄の金額

農地保有の合理化のために農地等を
譲渡した場合の所得の特別控除

第65条の５第１項 00220 ｢43｣欄の金額

特定の長期所有土地等の所得の特別
控除

第65条の５の２第１項 00221 ｢48｣欄の金額

別表十(五)
｢18｣、｢33｣、｢38｣、｢43｣又は｢48｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。

- 45 -
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別表十(六)
｢６｣、｢22｣又は｢27｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第67条の３第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00376｣

③　｢適用額｣欄：｢22｣欄の金額

｢22｣欄

　特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第66条の11第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00374｣

③　｢適用額｣欄：｢27｣欄の金額

｢27｣欄

　社会保険診療報酬の所得の計算の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第67条第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00485｣

③　｢適用額｣欄：｢６｣欄の金額

｢６｣欄
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別表十(七)
｢13｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　特定目的会社に係る課税の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第67条の14第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00396｣

③　｢適用額｣欄：｢13｣欄の金額

｢13｣欄
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別表十(八)
｢11｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　投資法人に係る課税の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第67条の15第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00397｣

③　｢適用額｣欄：｢11｣欄の金額

｢11｣欄
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別表十(九)
｢16｣又は｢33｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　特定目的信託に係る受託法人の課税の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第68条の３の２第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00398｣

③　｢適用額｣欄：｢16｣欄の金額

｢16｣欄

　特定投資信託に係る受託法人の課税の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第68条の３の３第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00399｣

③　｢適用額｣欄：｢33｣欄の金額

｢33｣欄
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　中小企業等の貸倒引当金の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第57条の９第３項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00392｣

③　｢適用額｣欄：｢８｣欄の金額

｢８｣欄

別表十一(一の二)
｢８｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
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別表十二(一)
｢16｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

P52参照



法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

海外投資等損失準備金(資源開発事業
法人(第１号該当法人で第３号該当法
人を除く。))

｢第55条第１項第１号｣又は｢
第55条第９項｣

00188

海外投資等損失準備金(資源開発投資
法人(第２号該当法人で第４号該当法
人を除く。))

｢第55条第１項第２号｣又は｢
第55条第９項｣

00189

海外投資等損失準備金(資源探鉱事業
法人(第３号該当法人))

｢第55条第１項第３号｣又は｢
第55条第９項｣

00190

海外投資等損失準備金(資源探鉱投資
法人(第４号該当法人))

｢第55条第１項第４号｣又は｢
第55条第９項｣

00191

※　｢第55条第９項｣は適格分割等に伴い、損金算入の適用を受ける場合が該当します。

別表十二(一)
　｢16｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

｢16｣欄の金額
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　新事業開拓事業者投資損失準備金の損金算入を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第55条の２第１項｣※１又は｢第55条の２第４項｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢00542｣

③　｢適用額｣欄：｢４｣欄の金額(｢６｣欄の金額を超える場合には、同欄の金額)

※１　※２に該当するもの以外

※２　適格分割等に伴い、損金算入の適用を受ける場合

別表十二(二)
｢４｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

｢４｣欄
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　特定事業再編投資損失準備金の損金算入を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第55条の３第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00543｣

③　｢適用額｣欄：｢17｣欄の金額

別表十二(三)
｢17｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

｢17｣欄
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　金属鉱業等鉱害防止準備金の損金算入を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第55条の５第１項｣※１又は｢第55条の５第７項｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢00192｣

③　｢適用額｣欄：｢10｣欄の金額

※１　※２に該当するもの以外

※２　適格分割等に伴い、損金算入の適用を受ける場合

別表十二(四)
｢10｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

｢10｣欄
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　特定災害防止準備金の損金算入を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第55条の６第１項｣※１又は｢第55条の６第７項｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢00194｣

③　｢適用額｣欄：｢10｣欄の金額

※１　※２に該当するもの以外

※２　適格分割等に伴い、損金算入の適用を受ける場合

別表十二(六)
｢10｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

｢10｣欄
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　新幹線鉄道大規模改修準備金の損金算入を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第56条第１項｣※１又は｢第56条第10項｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢00195｣

③　｢適用額｣欄：｢18｣欄の金額

※１　※２に該当するもの以外

※２　適格分割等に伴い、損金算入の適用を受ける場合

別表十二(七)
｢18｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

｢18｣欄
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　使用済燃料再処理準備金の損金算入を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第57条の３第１項｣※１又は｢第57条の３第７項｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢00196｣

③　｢適用額｣欄：｢13｣欄の金額

※１　※２に該当するもの以外

※２　適格分割等に伴い、損金算入の適用を受ける場合

別表十二(八)
｢13｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

｢13｣欄
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　原子力発電施設解体準備金の損金算入を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第57条の４第１項｣※１又は｢第57条の４第10項｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢00197｣

③　｢適用額｣欄：｢23｣欄の金額

※１　※２に該当するもの以外

※２　適格分割等に伴い、損金算入の適用を受ける場合

別表十二(九)
｢23｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

｢23｣欄
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　保険会社等の異常危険準備金の損金算入を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第57条の５第１項｣※１又は｢第57条の５第12項｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢00198｣

③　｢適用額｣欄：｢７｣欄の金額(｢10｣欄の金額を超える場合には、同欄の金額)

※１　※２に該当するもの以外

※２　分割等に伴い、損金算入の適用を受ける場合

別表十二(十)
｢７｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

｢７｣欄

　原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金の損金算入を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第57条の６第１項｣※１又は「第57条の６第８項｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢00199｣

③　｢適用額｣欄：｢７｣欄の金額(｢10｣欄の金額を超える場合には、同欄の金額)

※１　※２に該当するもの以外

※２　分割等に伴い、損金算入の適用を受ける場合

｢７｣欄
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　関西国際空港用地整備準備金の損金算入を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第57条の７第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00421｣

③　｢適用額｣欄：｢15｣欄の金額

別表十二(十一)
｢15｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

｢15｣欄
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　中部国際空港整備準備金の損金算入を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第57条の７の２第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00481｣

③　｢適用額｣欄：｢10｣欄の金額

別表十二(十二)
｢10｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

｢10｣欄
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別表十二(十三)
｢９｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　特定船舶に係る特別修繕準備金の損金算入を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第57条の８第１項｣※１又は｢第57条の８第10項｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢00391｣

③　｢適用額｣欄：｢９｣欄の金額(｢15｣欄の金額を超える場合には、同欄の金額)

※１　※２に該当するもの以外

※２　適格分割等に伴い、損金算入の適用を受ける場合

｢９｣欄
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別表十二(十四)
｢10｣又は｢43の計｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　農業経営基盤強化準備金の損金算入を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第61条の２第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00354｣

③　｢適用額｣欄：｢10｣欄の金額

｢10｣欄

　農用地等を取得した場合の課税の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第61条の３第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00355｣

③　｢適用額｣欄：｢43の計｣欄の金額

｢43の計｣欄
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別表十三(四)
｢21｣、｢25｣又は｢34｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。

P66参照



法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

｢第64条第１項｣又は｢第64条
第８項｣

00356

｢第64条の２第７項において
準用する第64条第１項｣又は｢
第64条の２第８項において準
用する第64条第８項｣

00545

｢第65条第３項において準用
する第64条第１項｣又は｢第65
条第３項において準用する第
64条第８項｣

00546

｢第65条第３項において準用
する第64条の２第７項におい
て準用する第64条第１項｣又
は｢第65条第３項において準
用する第64条の２第８項にお
いて準用する第64条第８項｣

00548

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

収用等に伴い代替資産を取得した場
合等の課税の特例

｢第64条の２第１項｣又は｢第
64条の２第２項｣

00357

換地処分等に伴い資産を取得した場
合の課税の特例

｢第65条第３項において準用
する第64条の２第１項｣又は｢
第65条第３項において準用す
る第64条の２第２項｣

00547

　｢34｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

換地処分等に伴い資産を取得した場
合の課税の特例

｢第65条第１項｣又は｢第65条
第５項｣

00216 ｢34｣欄の金額(｢40｣
欄の金額を超える
場合には、同欄の
金額)

別表十三(四)
｢21｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。

　｢25｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
　ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。

｢25｣欄の金額(｢27｣
欄の金額を超える
場合には、同欄の
金額)

※　｢第64条の２第２項｣又は｢第65条第３項において準用する第64条の２第２項｣は、適格分割等に伴い、課税の
　特例の適用を受ける場合が該当します。

※　｢第65条第５項｣は、適格分割等に伴い、課税の特例の適用を受ける場合が該当します。

｢21｣欄の金額(｢23｣
欄の金額を超える
場合には、同欄の
金額)

収用等に伴い代替資産を取得した場
合等の課税の特例

換地処分等に伴い資産を取得した場
合の課税の特例

※　｢第64条第８項｣、｢第64条の２第８項において準用する第64条第８項｣、｢第65条第３項において準用する第
　64条第８項｣又は｢第65条第３項において準用する第64条の２第８項において準用する第64条第８項｣は、適格
　分割等に伴い、課税の特例の適用を受ける場合が該当します。

※　区分番号｢00545｣及び｢00548｣は、特別勘定を設けた後、その特別勘定に係る代替資産を取得した場合が該当
　します。
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別表十三(五)
｢18｣又は｢33｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。

P70参照

P68～69参照



①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

所有期間が10年を超える建物等の既成
市街地等の内から外への買換え

00359

(第１号該当)

市街化区域又は既成市街地等の内から
外への農業用資産の買換え

(第２号該当)

航空機騒音障害区域の内から外への買
換え

(第３号イ又はロ該当)

航空機騒音障害区域の内から外への買
換え

(第３号ハ該当)

過疎地域の外から内への買換え

(第４号該当)

都市機能誘導区域の外から内への買換
え

(第５号該当)

既成市街地等及びこれに類する一定の
区域(人口集中地区)内における土地の
計画的かつ効率的な利用に資する施策
の実施に伴う土地等の買換え

(第６号該当)

農用地区域内における土地等の買換え

00549

00552

00363

00235

00550

別表十三(五)
｢18｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。

法人税関係特別措置

00551

｢18｣欄の金額(｢
24｣欄の金額を超
える場合には、
同欄の金額)

特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

00360

｢第65条の７第１項｣、｢第65
条の７第９項｣又は｢第65条
の９｣

(第７号該当)

密集市街地における防災街区の整備の
促進に関する法律の防災再開発促進地
区内のうち危険密集市街地内における
防災街区整備事業に関する都市計画の
実施に伴う土地等の買換え

(第８号該当)

国内にある土地等、建物又は構築物で
所有期間が10年を超えるものから国内
にある一定の土地等、建物、構築物等
への買換え

(第９号該当)

日本船舶から日本船舶への買換え

(第10号該当)

(平成26年旧措置法第８号該当)

｢平成26年旧措置法第65条の
７第１項｣、｢平成26年旧措
置法第65条の７第９項｣又は
｢平成26年旧措置法第65条の
９｣

00236

00236

00422

00364

- 68 -



①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

(第１号から第10号該当)

｢第65条の８第７項において
準用する第65条の７第１
項｣、｢第65条の８第８項に
おいて準用する第65条の７
第９項｣又は｢第65条の９｣

(平成26年旧措置法第８号該当)

｢平成26年旧措置法第65条の
８第７項において準用する
平成26年旧措置法第65条の
７第１項｣、｢平成26年旧措
置法第65条の８第８項にお
いて準用する平成26年旧措
置法第65条の７第９項｣又は
｢平成26年旧措置法第65条の
９｣

00557

法人税関係特別措置

｢18｣欄の金額(｢
24｣欄の金額を超
える場合には、
同欄の金額)

※　｢第65条の７第９項｣、｢平成26年旧措置法第65条の７第９項｣、｢第65条の８第８項において準用する第65条
　の７第９項｣又は｢平成26年旧措置法第65条の８第８項において準用する平成26年旧措置法第65条の７第９項｣
　は、適格分割等に伴い、課税の特例の適用を受ける場合が該当します。

※　｢平成26年旧措置法第８号｣は、平成26年４月１日前に施行の認可をされた防災街区整備事業に関する都市
　計画の実施に伴い、同日以後に取得をする買換資産について適用する場合が該当します。
※　｢第65条の９｣又は｢平成26年旧措置法第65条の９｣は、特定の資産を交換した場合の課税の特例の適用を受
　ける場合が該当します。

※　区分番号｢00557｣は、特別勘定を設けた後、その特別勘定に係る買換資産を取得した場合が該当します。
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①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

所有期間が10年を超える建物等の既成
市街地等の内から外への買換え

00365

(第１号該当)

市街化区域又は既成市街地等の内から
外への農業用資産の買換え

(第２号該当)

航空機騒音障害区域の内から外への買
換え

(第３号イ又はロ該当)

航空機騒音障害区域の内から外への買
換え

(第３号ハ該当)

過疎地域の外から内への買換え

(第４号該当)

都市機能誘導区域の外から内への買換
え

(第５号該当)

既成市街地等及びこれに類する一定の
区域(人口集中地区)内における土地の
計画的かつ効率的な利用に資する施策
の実施に伴う土地等の買換え

(第６号該当)

農用地区域内における土地等の買換え

｢33｣欄の金額(｢
35｣欄の金額を超
える場合には、
同欄の金額)

00554

特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

00366

00553

｢第65条の８第１項｣、｢第65
条の８第２項｣又は｢第65条
の９｣

00555

00254

00369

00556

法人税関係特別措置

　｢33｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
　ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。

(第７号該当)

密集市街地における防災街区の整備の
促進に関する法律の防災再開発促進地
区内のうち危険密集市街地内における
防災街区整備事業に関する都市計画の
実施に伴う土地等の買換え

(第８号該当)

国内にある土地等、建物又は構築物で
所有期間が10年を超えるものから国内
にある一定の土地等、建物、構築物等
への買換え

(第９号該当)

日本船舶から日本船舶への買換え

(第10号該当)

(平成26年旧措置法第８号該当)

｢平成26年旧措置法第65条の
８第１項｣若しくは｢平成26
年旧措置法第65条の８第２
項｣又は｢平成26年旧措置法
第65条の９｣

00255

※　｢第65条の９｣又は｢平成26年旧措置法第65条の９｣は、特定の資産を交換した場合の課税の特例の適用を受け
　る場合が該当します。

※　｢平成26年旧措置法第８号｣は、平成26年４月１日前に施行の認可をされた防災街区整備事業に関する都市計
　画の実施に伴い、同日以後に取得をする買換資産について適用する場合が該当します。

※　｢第65条の８第２項｣又は｢平成26年旧措置法第65条の８第２項｣は、適格分割等に伴い、課税の特例の適用を
　受ける場合が該当します。

00370

00423

00255

- 70 -



- 71 -

　特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例(取得資産のみを取得した

場合又は取得資産と清算金を取得した場合)を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第65条の10第１項｣※１又は｢第65条の10第４項｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢00260｣

③　｢適用額｣欄：｢13｣欄の金額(｢18｣欄の金額を超える場合には、同欄の金額)

※１　※２に該当するもの以外

※２　適格分割等に伴い、損金算入の適用を受ける場合

別表十三(六)
｢13｣又は｢20｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

｢13｣欄

　特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例(譲渡資産の譲渡とともに

清算金を支出して取得資産を取得した場合)を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第65条の10第１項｣※１又は｢第65条の10第４項｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢00260｣

③　｢適用額｣欄：｢20｣欄の金額(｢25｣欄の金額を超える場合には、同欄の金額)

※１　※２に該当するもの以外

※２　適格分割等に伴い、損金算入の適用を受ける場合

｢20｣欄
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別表十三(七)
｢15｣、｢23｣又は｢32｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

P73参照



法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

｢第65条の11第１項｣又は｢第
65条の11第４項｣

00261

｢第65条の12第８項において
準用する第65条の11第１項｣
又は｢第65条の12第９項にお
いて準用する第65条の11第４
項｣

00558

※　区分番号｢00558｣は、特別勘定を設けた後、その特別勘定に係る宅地を譲り受ける場合が該当します。

　｢23｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

｢第65条の11第１項｣又は｢第
65条の11第４項｣

00261

｢第65条の12第８項において
準用する第65条の11第１項｣
又は｢第65条の12第９項にお
いて準用する第65条の11第４
項｣

00558

※　区分番号｢00558｣は、特別勘定を設けた後、その特別勘定に係る宅地を譲り受ける場合が該当します。

　｢32｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

大規模な住宅地等造成事業の施行区
域内にある土地等の造成のための交
換等の場合等の課税の特例(特別勘定
を設けた場合)

｢第65条の12第１項｣又は｢第
65条の12第３項｣

00262 ｢32｣欄の金額(｢39｣
欄の金額を超える
場合には、同欄の
金額)

※　｢第65条の12第３項｣は、適格分割等に伴い、課税の特例を適用を受ける場合が該当します。

別表十三(七)
｢15｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

大規模な住宅地等造成事業の施行区
域内にある土地等の造成のための交
換等の場合等の課税の特例(交換とと
もに交換差金を支出した場合又は譲
り受けた宅地の取得価額が譲渡に係
る対価の額を超える場合)

｢23｣欄の金額(｢29｣
欄の金額を超える
場合には、同欄の
金額)

※　｢第65条の11第４項｣又は｢第65条の12第９項において準用する第65条の11第４項｣は、適格分割等に伴い、課
　税の特例の適用を受ける場合が該当します。

｢15｣欄の金額(｢21｣
欄の金額を超える
場合には、同欄の
金額)

大規模な住宅地等造成事業の施行区
域内にある土地等の造成のための交
換等の場合等の課税の特例(交換によ
り土地のみを取得した場合、宅地と
交換差金を取得した場合又は譲渡に
係る対価の額が譲り受けた宅地の取
得価額を超える場合)

※　｢第65条の11第４項｣又は｢第65条の12第９項において準用する第65条の11第４項｣は、適格分割等に伴い、課
　税の特例の適用を受ける場合が該当します。
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　特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例(交換取得資産のみを

取得した場合又は交換取得資産とともに交換差金を取得した場合)を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第66条第１項｣※１又は｢第66条第４項｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢00265｣

③　｢適用額｣欄：｢13｣欄の金額(｢18｣欄の金額を超える場合には、同欄の金額)

※１　※２に該当するもの以外

※２　適格分割等に伴い、損金算入の適用を受ける場合

別表十三(九)
｢13｣又は｢20｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

｢13｣欄

　特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例(交換とともに交換差

金を支出した場合)を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第66条第１項｣※１又は｢第66条第４項｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢00265｣

③　｢適用額｣欄：｢20｣欄の金額(｢25｣欄の金額を超える場合には、同欄の金額)

※１　※２に該当するもの以外

※２　適格分割等に伴い、損金算入の適用を受ける場合

｢20｣欄
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　平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第66条の２第１項｣※１又は｢第66条の２第７項｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢00266｣

③　｢適用額｣欄：｢17｣欄の金額(｢21｣欄の金額を超える場合には、同欄の金額)

※１　※２に該当するもの以外

※２　適格分割等に伴い、損金算入の適用を受ける場合

別表十三(十)
｢17｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

｢17｣欄



- 76 -

　技術研究組合の所得の計算の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第66条の10第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00373｣

③　｢適用額｣欄：｢５｣欄の金額(｢７｣欄の金額を超える場合には、同欄の金額)

別表十三(十一)
｢５｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

｢５｣欄
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別表十三(十二)
｢８｣、｢13｣又は｢17｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

P78参照
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　認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例(認定特定非営利活動法人がみなし寄附金を

支出した場合)を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢特定非営利活動促進法一部改正法附則第９条の規定による改正前の措置

　法第66条の11の２第１項｣※１又は｢第66条の11の２第１項｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢00375｣※１又は｢00393｣※２

③　｢適用額｣欄：｢26｣欄の金額

　(注)

※１　特定非営利活動促進法一部改正法附則第９条の規定による改正前の措置法第66条の11の２第１項

　　　（区分番号：｢00375｣）

    　  ｢旧認定特定非営利活動法人｣がみなし寄附金を支出した場合

※２　第66条の11の２第１項（区分番号：｢00393｣）　

　　　　｢認定特定非営利活動法人｣がみなし寄附金を支出した場合

　公益法人等にみなし寄附金がある場合には､｢26｣欄を記載することになりますが、本特例

は、認定特定非営利活動法人を対象としているものですので、認定特定非営利活動法人以

外の法人は、適用額明細書に記載しないでください。

　認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例（認定特定非営利活動法人等に対して寄附金を

支出した場合）を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第66条の11の２第２項」※１、２又は「特定非営利活動促進法一部改正法附則

　 第９条の規定による改正前の措置法第66条の11の２第２項｣※１

②　｢区分番号｣欄：｢00394｣※１又は｢00424｣※２

③　｢適用額｣欄：｢42｣欄の金額のうち「寄附先又は受託者」欄に、「認定特定非営利活動法人」※１、 ｢旧認定特

　定非営利活動法人｣※１又は｢仮認定特定非営利動法人」※２の記載があるものの合計額)

※１　第66条の11の２第２項又は特定非営利活動促進法附則第９条の規定による改正前の措置法第66条の11の

　　２第２項（区分番号：｢00394｣）

　　　　「認定特定非営利活動法人」又は｢旧認定特定非営利活動法人｣に対する寄附金の場合

※２　第66条の11の２第２項（区分番号：｢00424｣）

　　　　｢仮認定特定非営利活動法人｣に対する寄附金の場合

｢42｣欄

｢26｣欄

別表十四(二)
｢26｣又は｢42｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
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別表十四(四)
｢18｣欄に｢換地処分等｣と記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第65条第10項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00582｣

③　｢適用額｣欄：｢18｣欄の｢その他（　　）｣の空欄に｢換地処分等｣と記載した譲渡損益

　調整資産の｢14｣欄の金額

｢18｣欄
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P89参照

別表十六(一)
｢32｣又は｢33｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。

P85～89参照
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P89参照

別表十六(二)
｢36｣又は｢37｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。

P85～89参照
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別表十六(三)
｢32｣又は｢33｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。

P89参照

P85～89参照
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別表十六(五)
｢30｣又は｢31｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。

P89参照

P85～89参照



法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

第42条の５第１項第１号イ 00400

平成27年旧措置法第42条の５
第１項及び第６項

(同条第１項第１号イ)

第42条の５第１項及び第６項

(同条第１項第１号ロ)

第42条の５第１項第１号ハ 00403

平成26年旧措置法第42条の５
第１項及び第６項

(同条第１項第１号ハ)

第42条の５第１項第１号ニ 00287

別表十六(一)、別表十六(二)、別表十六(三)及び別表十六(五)
　別表十六(一)｢32｣、別表十六(二)｢36｣、別表十六(三)｢32｣又は別表十六(五)｢30｣欄に記載がある場
合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
　ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。

00566
※１

エネルギー環境負荷低減推進設
備等を取得した場合の特別償却

00431
※１

00437
※２

別表十六(一)｢32｣欄、
別表十六(二)｢36｣欄、
別表十六(三)｢32｣欄又は
別表十六(五)｢30｣欄
の金額

(注) 別表十六(一)｢32｣、別表十六(二)｢36｣、別表十六(三)｢32｣又は別表十六(五)｢30｣欄

の外書きは、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、特別償却対象資産

について特別償却準備金を積み立てる場合に記載することになっています。

この場合は、｢準備金方式による特別償却｣措置の適用を受けることになりますので、

別表十六(九)の記載方法(Ｐ91～97参照)に従って｢適用額明細書｣を記載してください。

第42条の５第１項第２号 00293

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

第42条の６第１項第１号 00031

第42条の６第１項第２号 00034

第42条の６第１項第３号 00037

第42条の６第１項第４号 00040

第42条の６第２項 00487

中小企業者等が機械等を取得し
た場合の特別償却

※１　区分番号｢00566｣は、平成27年４月１日以後に特定エネルギー環境負荷低減設備等(風力発電設
　　備)の取得等をした場合が該当し、平成27年４月１日前に特定エネルギー環境負荷低減設備等(太
　　陽光・風力発電設備)の取得等をした場合は、区分番号｢00431｣が該当します。

※２　区分番号｢00437｣は、平成26年４月１日前に特定エネルギー環境負荷低減設備等(熱電併給型動
　　力発電設備)の取得等をした場合が該当します。

別表十六(一)｢32｣欄、
別表十六(二)｢36｣欄、
別表十六(三)｢32｣欄又は
別表十六(五)｢30｣欄
の金額
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法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

第42条の10第１項第１号イ 00498

第42条の10第１項第１号ロ 00501

第42条の10第１項第２号 00504

国際戦略総合特別区域において
機械等を取得した場合の特別償
却

第42条の11第１項 00298

地方活力向上地域において特定
建物等を取得した場合の特別償
却

第42条の12第１項 00568
※

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

国内の設備投資額が増加した場
合の機械等の特別償却

平成27年旧措置法第42条の12
の２第１項

00441

特定中小企業者等が経営改善設
備を取得した場合の特別償却

第42条の12の３第１項 00445

第42条の12の５第１項 00509
※

第42条の12の５第１項及び第
２項

00512
※

別表十六(一)｢32｣欄、
別表十六(二)｢36｣欄、
別表十六(三)｢32｣欄又は
別表十六(五)｢30｣欄
の金額

別表十六(一)｢32｣欄、
別表十六(二)｢36｣欄、
別表十六(三)｢32｣欄又は
別表十六(五)｢30｣欄
の金額

※　区分番号｢00568｣は、地域再生法の一部を改正する法律の施行日以後に地方活力向上地域におい
　て特定建物等の取得等をした場合が該当します。

国家戦略特別区域において機械
等を取得した場合の特別償却

生産性向上設備等を取得した場
合の特別償却

※　区分番号｢00512｣は、平成28年３月31日までの期間内に特定生産性向上設備等の取得等をした場合
　が該当し、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの期間内に特定生産性向上設備等の取得等
　をした場合は、区分番号｢00509｣が該当します。

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

公害防止用設備の特別償却 第43条第１項第１号 00412

船舶の特別償却 第43条第１項第２号 00307

耐震基準適合建物等の特別償却 第43条の２第１項 00518

第43条の２第２項 00521

関西文化学術研究都市の文化学
術研究地区における文化学術研
究施設の特別償却

第44条第１項 00310

共同利用施設の特別償却 第44条の３第１項 00313

第44条の４第１項 00388

平成27年旧措置法第44条の４
第２項

00316

特定信頼性向上設備等の特別償
却

第44条の５第１項 00451

第44条の５第２項 00524

別表十六(一)｢32｣欄、
別表十六(二)｢36｣欄、
別表十六(三)｢32｣欄又は
別表十六(五)｢30｣欄
の金額

特定農産加工品生産設備等の特
別償却

をした場合は、区分番号｢00509｣が該当します。
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法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

第45条第１項第１号 00120

平成27年旧措置法第45条第１
項第１号ロ

00328
※

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

沖縄の産業高度化・事業革新促
進地域において工業用機械等を
取得した場合の特別償却

第45条第１項第２号 00527

沖縄の国際物流拠点産業集積地
域において工業用機械等を取得
した場合の特別償却

第45条第１項第３号 00530

沖縄の経済金融活性化特別地区
において工業用機械等を取得し
た場合の特別償却

第45条第１項第４号 00533

沖縄の離島地域における旅館業
用建物等の特別償却

第45条第１項第５号 00135

平成27年旧措置法第45条第２
項第１号

00454
※１

第45条第２項第１号 00573
※１

第45条第２項第２号 00560
※２

別表十六(一)｢32｣欄、
別表十六(二)｢36｣欄、
別表十六(三)｢32｣欄又は
別表十六(五)｢30｣欄
の金額

特定地域における産業振興機械
等の割増償却

特定地域における工業用機械等
の特別償却

※　区分番号｢00328｣は、平成27年４月１日前に取得等をした工業用機械等について、振興山村地域に
　係る措置の適用を受ける場合が該当します。

別表十六(一)｢32｣欄、
別表十六(二)｢36｣欄、
別表十六(三)｢32｣欄又は
別表十六(五)｢30｣欄
の金額

平成26年旧措置法第45条第２
項第２号

00457
※２

第45条第２項第３号 00536
※２

第45条第２項第４号 00575

※１　区分番号｢00454｣は、平成27年４月１日前に取得等をした産業振興機械等について、半島振興対
　　策実施地域に係る措置の適用を受ける場合が該当します。平成27年４月１日以後に取得等をした
　　産業振興機械等について、平成27年度税制改正により改組された半島振興法の認定産業振興促進
　　計画に記載された区域及び事業(経過措置によりその区域及び事業とみなされるものを含みます。
　　)に係る措置の適用を受ける場合には、区分番号｢00573｣が該当します。

※２　区分番号｢00457｣は、平成26年４月１日前に取得等をした産業振興機械等について、奄美群島に
　　係る措置の適用を受ける場合が該当します。平成26年４月１日以後に取得等をした産業振興機械
　　等について、平成26年度税制改正により改組された奄美群島振興開発特別措置法の認定産業振興
　　促進計画に記載された区域及び事業(経過措置によりその区域及び事業とみなされるものを含みま
　　す。)に係る措置の適用を受ける場合には、区分番号｢00536｣が該当します。
　　　なお、離島振興対策実施地域に係る措置の適用を受ける場合には、区分番号｢00560｣が該当しま
　　す。

- 87 -



法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

医療用機器等の特別償却 第45条の２第１項 00331

平成27年旧措置法第45条の２
第１項第２号

00334

障害者を雇用する場合の機械等
の割増償却

第46条第１項 00337

支援事業所取引金額が増加した
場合の３年以内取得資産の割増
償却

平成27年旧措置法第46条の２
第１項

00171

平成27年旧措置法第46条の３
第１項

00340
※

｢第46条の２第１項第１号イ｣
又は｢第46条の２第１項第２
号イ｣

00577
※

｢第46条の２第１項第１号ロ｣
又は｢第46条の２第１項第２
号ロ｣

00579
※

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

次世代育成支援対策に係る基準
適合認定を受けた場合の次世代
育成支援対策資産の割増償却
(次世代育成支援対策に係る基
準適合認定を受けた場合の建物
等の割増償却)

別表十六(一)｢32｣欄、
別表十六(二)｢36｣欄、
別表十六(三)｢32｣欄又は
別表十六(五)｢30｣欄
の金額

※　区分番号｢00577｣又は｢00579｣は、平成27年４月１日以後に次世代育成支援対策推進法の基準適合
　認定又は特例基準適合認定を受けた法人の同日以後に開始する事業年度(同日前に開始し、かつ、
　同日以後に終了する事業年度を含みます。)終了の日において有する次世代育成支援対策資産につ
　いて平成27年度税制改正後の措置の適用を受ける場合が該当します。
　　なお、平成27年４月１日前に次世代育成支援対策推進法の基準適合認定を受けた法人の同日前に
　開始した事業年度終了の日に有する特定建物等について平成27年度税制改正前の措置の適用を受け
　る場合には、区分番号｢00340｣が該当します。

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

サービス付き高齢者向け賃貸
住宅の割増償却

第47条第１項 00343

｢平成27年旧措置法第47条の
２第１項｣又は｢平成25年旧措
置法第47条の２第１項｣

00460
※１

(｢平成27年旧措置法第47条の
２第３項第１号｣又は｢平成25
年旧措置法第47条の２第３項
第１号｣)

第47条の２第１項

(同条第３項第１号イ)

｢第47条の２第１項｣、｢平成
27年旧措置法第47条の２第１
項｣又は｢平成25年旧措置法第
47条の２第１項｣

(｢第47条の２第３項第１号
ロ｣、｢平成27年旧措置法第47
条の２第３項第２号ロ｣又は｢
平成25年旧措置法第47条の２
第３項第２号｣)

00469
※２

00466
※２

別表十六(一)｢32｣欄、
別表十六(二)｢36｣欄、
別表十六(三)｢32｣欄又は
別表十六(五)｢30｣欄
の金額

特定都市再生建築物等の割増償
却(特定再開発建築物等の割増
償却)
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法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

第47条の２第１項 00539

(同条第３項第２号)

｢第47条の２第１項｣又は｢平
成27年旧措置法第47条の２第
１項｣

(｢第47条の２第３項第３号｣
又は｢平成27年旧措置法第47
条の２第３項第４号｣)

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

倉庫用建物等の割増償却 第48条第１項 00349 別表十六(一)｢32｣欄、
別表十六(二)｢36｣欄、
別表十六(三)｢32｣欄又は
別表十六(五)｢30｣欄
の金額

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

別表十六(一)｢32｣欄、
別表十六(二)｢36｣欄、
別表十六(三)｢32｣欄又は
別表十六(五)｢30｣欄
の金額

00478

　別表十六(一)｢33｣、別表十六(二)｢37｣、別表十六(三)｢33｣又は別表十六(五)｢31｣欄に記載
がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

※１　区分番号｢00460｣は、平成27年４月１日前に取得等をした都市再開発法の市街地再開発事業に
　　よって建築される建築物に係る措置の適用を受ける場合が該当します。

※２　区分番号｢00466｣は、平成25年４月１日以後に都市再生特別措置法の特定都市再生緊急整備地
　　域において取得等をした同法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建築物に係る措
　　置の適用を受ける場合が該当します。また、区分番号｢00469｣は、平成25年４月１日以後に都市
　　再生特別措置法の都市再生緊急整備地域(特定都市再生緊急整備地域を除きます。)において取得
　　等をし、又は同日前に取得等をした同法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建築
　　物に係る措置の適用を受ける場合が該当します。

特定都市再生建築物等の割増償
却(特定再開発建築物等の割増
償却)

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

特別償却不足額がある場合の償
却限度額の計算の特例

｢第52条の２第１項｣又は｢第
52条の２第４項｣

00187 別表十六(一)｢33｣欄、
別表十六(二)｢37｣欄、
別表十六(三)｢33｣欄又は
別表十六(五)｢31｣欄
の金額
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適用額は、年300万円が上限となります。

　中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第67条の５第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00277｣

③　｢適用額｣欄：｢８｣欄の金額

　(注)　

別表十六(七)
｢８｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

｢８｣欄
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別表十六(九)
｢８｣又は｢９｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。

P97参照

P92～97参照



法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00401 ｢８｣欄の金額

(第42条の５第１項第１号イ)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00432
※１

(平成27年旧措置法第42条の
５第１項及び第６項(同条第
１項第１号イ))

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00567
※１

(第42条の５第１項及び第６
項(同条第１項第１号ロ))

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00404

(第42条の５第１項第１号ハ)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00438
※２

(平成26年旧措置法第42条の
５第１項及び第６項(同条第
１項第１号ハ))

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00288

(第42条の５第１項第１号ニ)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00294

(第42条の５第１項第２号)

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

中小企業者等が機械等を取得した場
合の特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00032 ｢８｣欄の金額

(第42条の６第１項第１号)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00035

(第42条の６第１項第２号)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00038

(第42条の６第１項第３号)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00041

(第42条の６第１項第４号)

別表十六(九)
　｢８｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
　ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。

エネルギー環境負荷低減推進設備等
を取得した場合の特別償却

※１　区分番号｢00567｣は、平成27年４月１日以後に特定エネルギー環境負荷低減設備等(風力発電設
　　備)の取得等をした場合が該当し、平成27年４月１日前に特定エネルギー環境負荷低減設備等(太
　　陽光・風力発電設備)の取得等をした場合は、区分番号｢00432｣が該当します。

※２　区分番号｢00438｣は、平成26年４月１日前に特定エネルギー環境負荷低減設備等(熱電併給型動
　　力発電設備)の取得等をした場合が該当します。
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法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00488 ｢８｣欄の金額

(第42条の６第２項)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00499

(第42条の10第１項第１号イ)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00502

(第42条の10第１項第１号ロ)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00505

(第42条の10第１項第２号)

国際戦略総合特別区域において機械
等を取得した場合の特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00299

地方活力向上地域において特定建物
等を取得した場合等の特別控除

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00569
※

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

国内の設備投資額が増加した場合の
機械等の特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00442 ｢８｣欄の金額

特定中小企業者等が経営改善設備を
取得した場合の特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00446

生産性向上設備等を取得した場合の
特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00510
※

(第42条の12の５第１項)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00513
※

(第42条の12の５第１項及び
第２項)

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

公害防止用設備の特別償却 ｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00413 ｢８｣欄の金額

船舶の特別償却 ｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00308

耐震基準適合建物等の特別償却 ｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00519

(第43条の２第１項)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00522

(第43条の２第２項)

※　区分番号｢00513｣は、平成28年３月31日までの期間内に特定生産性向上設備等の取得等をした場合
　が該当し、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの期間内に特定生産性向上設備等の取得等
　をした場合は、｢00510｣が該当します。

中小企業者等が機械等を取得した場
合の特別償却

※　区分番号｢00569｣は、地域再生法の一部を改正する法律の施行日以後に地方活力向上地域におい
　て特定建物等の取得等をした場合が該当します。

国家戦略特別区域において機械等を
取得した場合の特別償却
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法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

関西文化学術研究都市の文化学術研
究地区における文化学術研究施設の
特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00311 ｢８｣欄の金額

共同利用施設の特別償却 ｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00314

特定農産加工品生産設備等の特別償
却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00389

(第44条の４第１項)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00317

(平成27年旧措置法第44条の
４第２項)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

(第44条の５第１項)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00525

(第44条の５第２項)

特定地域における工業用機械等の特
別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00121

(第45条第１項第１号)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00329
※

(平成27年旧措置法第45条第
１項第１号ロ)

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

沖縄の産業高度化・事業革新促進地
域において工業用機械等を取得した
場合の特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00528 ｢８｣欄の金額

沖縄の国際物流拠点産業集積地域に
おいて工業用機械等を取得した場合
の特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00531

沖縄の経済金融活性化特別地区にお
いて工業用機械等を取得した場合の
特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00534

沖縄の離島地域における旅館業用建
物等の特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00136

特定地域における産業振興機械等の
割増償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00455
※１

(平成27年旧措置法第45条第
２項第１号)

※　区分番号｢00329｣は、平成27年４月１日前に取得等をした工業用機械等について、振興山村地域に
　係る措置の適用を受ける場合が該当します。

特定信頼性向上設備等の特別償却 00452
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法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00574
※１

｢８｣欄の金額

(第45条第２項第１号)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00561
※２

(第45条第２項第２号)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00458
※２

(平成26年旧措置法第45条第
２項２号)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

(第45条第２項第３号)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00576

(第45条第２項第４号)

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

医療用機器等の特別償却 ｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00332 ｢８｣欄の金額

(第45条の２第１項)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00335

(平成27年旧措置法第45条の
２第１項第２号)

障害者を雇用する場合の機械等の割
増償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00338

支援事業所取引金額が増加した場合
の３年以内取得資産の割増償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00172

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

(平成27年旧措置法第46条の
３第１項)

00537
※２

※１　区分番号｢00455｣は、平成27年４月１日前に取得等をした産業振興機械等について、半島振興対
　　策実施地域に係る措置の適用を受ける場合が該当します。平成27年４月１日以後に取得等をした
　　産業振興機械等について、平成27年度税制改正により改組された半島振興法の認定産業振興促進
　　計画に記載された区域及び事業(経過措置によりその区域及び事業とみなされるものを含みます。
　　)に係る措置の適用を受ける場合には、区分番号｢00574｣が該当します。

※２　区分番号｢00458｣は、平成26年４月１日前に取得等をした産業振興機械等について、奄美群島に
　　係る措置の適用を受ける場合が該当します。平成26年４月１日以後に取得等をした産業振興機械
　　等について、平成26年度税制改正により改組された奄美群島振興開発特別措置法の認定産業振興
　　促進計画に記載された区域及び事業(経過措置によりその区域及び事業とみなされるものを含みま
　　す。)に係る措置の適用を受ける場合には、区分番号｢00537｣が該当します。
　　　なお、離島振興対策実施地域に係る措置の適用を受ける場合には、区分番号｢00561｣が該当しま
　　す。

特定地域における産業振興機械等の
割増償却

00341
※

次世代育成支援対策に係る基準適合
認定を受けた場合の次世代育成支援
対策資産の割増償却(次世代育成支援
対策に係る基準適合認定を受けた場
合の建物等の割増償却)
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法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

｢８｣欄の金額

(｢第46条の２第１項第１号
イ｣又は｢第46条の２第１項第
２号イ｣)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00580
※

(｢第46条の２第１項第１号
ロ｣又は｢第46条の２第１項第
２号ロ｣)

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

｢８｣欄の金額

特定都市再生建築物等の割増償却(特
定再開発建築物等の割増償却)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

(｢平成27年旧措置法第47条の
２第３項第１号｣又は｢平成25
年旧措置法第47条の２第３項
第１号｣)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

(第47条の２第３項第１号イ)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00470
※２

(｢第47条の２第３項第１号
ロ｣、｢平成27年旧措置法第47
条の２第３項第２号ロ」又は
｢平成25年旧措置法第47条の
２第３項第２号｣)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00540

(第47条の２第３項第２号)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

(｢第47条の２第３項第３号｣
又は｢平成27年旧措置法第47
条の２第３項第４号｣)

00461
※１

00467
※２

00479

サービス付き高齢者向け賃貸住宅の
割増償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00344

00578
※

※　区分番号｢00578｣又は｢00580｣は、平成27年４月１日以後に次世代育成支援対策推進法の基準適合
　認定又は特例基準適合認定を受けた法人の同日以後に開始する事業年度(同日前に開始し、かつ、
　同日以後に終了する事業年度を含みます。)終了の日において有する次世代育成支援対策資産につ
　いて平成27年度税制改正後の措置の適用を受ける場合が該当します。
　　なお、平成27年４月１日前に次世代育成支援対策推進法の基準適合認定を受けた法人の同日前
　に開始した事業年度終了の日に有する特定建物等について平成27年度税制改正前の措置の適用を
　受ける場合には、区分番号｢00341｣が該当します。

次世代育成支援対策に係る基準適合
認定を受けた場合の次世代育成支援
対策資産の割増償却(次世代育成支援
対策に係る基準適合認定を受けた場
合の建物等の割増償却)
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法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

倉庫用建物等の割増償却 ｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00350 ｢８｣欄の金額

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

準備金方式による特別償却(特別償却
準備金積立不足額)

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00581 ｢９｣欄の金額

　｢９｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

※１　区分番号｢00461｣は、平成27年４月１日前に取得等をした都市再開発法の市街地再開発事業に
　　よって建築される建築物に係る措置の適用を受ける場合が該当します。

※２　区分番号｢00467｣は、平成25年４月１日以後に都市再生特別措置法の特定都市再生緊急整備地
　　域において取得等をした同法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建築物に係る措
　　置の適用を受ける場合が該当します。また、区分番号｢00470｣は、平成25年４月１日以後に都市
　　再生特別措置法の都市再生緊急整備地域(特定都市再生緊急整備地域を除きます。)において取得
　　等をし、又は同日前に取得等をした同法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建築
　　物に係る措置の適用を受ける場合が該当します。
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